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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、平成26年１月30日付で金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第12号及び第19号の規定に基づき、株式交付費の計上について臨時報告書を提出しておりますが、未確定事項が確

定しましたので金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、当該臨時報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。

 

２【訂正内容】

　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

２［報告内容］

　　（訂正前）

　　＜略＞

(2）当該事象の内容

　当社は，平成26年１月７日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行（公募による新株発行の発行

株式総数217,750,000株（オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資が上限23,250,000株

まで実施された場合合計241,000,000株））にあたり、約130億円の株式交付費を計上する予定です。

 

(3）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　当該事象により、平成26年３月期の個別決算及び連結決算において、株式交付費約130億円（オーバーアロットメ

ントによる売出しに関連して行う第三者割当増資が上限株式数まで実施された場合の合計額）を営業外費用として計

上する予定です。

 

　　（訂正後）

　　＜略＞

(2）当該事象の内容

　当社は，平成26年１月７日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行（公募による新株発行の発行

株式総数217,750,000株及びオーバーアロットメントによる売出しに関連して行った第三者割当増資の発行株式数

20,419,700株の合計238,169,700株）にあたり、126億円の株式交付費を計上いたしました。

 

(3）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　当該事象により、平成26年３月期の個別決算及び連結決算において、株式交付費126億円（オーバーアロットメン

トによる売出しに関連して行った第三者割当増資を含んだ合計額）を営業外費用として計上いたしました。

 

以　上
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